
証券コード　3770
2022年７月12日

株　主　各　位
東 京 都 港 区 赤 坂 九 丁 目 ７ 番 1 号

株 式 会 社 ザ ッ パ ラ ス
代表取締役社長 川 嶋  真 理

１．日 時 2022年７月27日（水曜日）午前10時
（受付開始予定 午前９時30分）

２．場 所 東京都渋谷区千駄ケ谷三丁目51番７号
PORTAL POINT HARAJUKU ANNEX ２F
開催場所が上記のとおり昨年の会場から変更となっております
ので、末尾の「株主総会会場ご案内図」をご参照のうえ、お間
違えのないようご来場ください。

３．目 的 事 項
報 告 事 項 １. 第23期（2021年５月１日から2022年４月30日まで）事業報

告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査等委員会の連結
計算書類監査結果報告の件

２. 第23期（2021年５月１日から2022年４月30日まで）計算書類
の内容報告の件

決 議 事 項
第１号議案
第２号議案
第３号議案
第４号議案

剰余金の処分の件
定款一部変更の件
取締役（監査等委員である取締役を除く。）４名選任の件
会計監査人選任の件

第23回定時株主総会招集ご通知

拝啓　平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申しあげます。
　さて、当社第23回定時株主総会を下記により開催いたしますので、ご通知申しあげ
ます。
　本年も、新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、株主総会当日のご来場を
お控えいただきますよう、お願い申しあげます。当日のご出席に代えて、書面または
電磁的方法（インターネット等）により議決権を行使することができますので、お手
数ながら後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、2022年７月26日（火曜日）午後７
時までに議決権を行使くださいますようお願い申しあげます。
　本株主総会では、ウェブ会議システムを通じたライブ配信及びインターネットによ
る事前のご意見・ご質問の受付を実施いたします。詳細については、後記の「株主総
会動画ライブ配信のご案内」及び「インターネットによるご意見・ご質問受付のご案
内」をご参照ください。

敬　具
記

以　上
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株主様へのご案内

・本年も昨年同様、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、議長を含む取締役全員

は、ウェブ会議システムを通じた遠隔からの出席となり、来場はいたしません。

・株主総会会場では、お席の間隔を広くとるため、十分な席数が確保できない可能性

がございます。満席となった場合、ご来場いただきましても、入場をお断りすること

になりますので、あらかじめご了承ください。

・株主総会終了後の事業説明会につきまして、本年も開催いたしませんので、あらか

じめご了承ください。

・開催・運営に関して変更が生じる場合は、インターネット上の当社ウェブサイト

(https://www.zappallas.com)でお知らせいたします。ご来場前に必ずご確認いただ

きますようお願い申しあげます。

インターネットによる開示
　本招集ご通知に際して提供すべき書類のうち、以下の事項につきましては、法令及
び当社定款第14条の規定に基づき、インターネット上の当社ウェブサイト
（https://www.zappallas.com/ir/library/materials/）に掲載しておりますので、
本招集ご通知の提供書面に記載しておりません。なお、会計監査人及び監査等委員会
が監査した連結計算書類及び計算書類は、本招集ご通知の提供書面のほか、当該イン
ターネット上のウェブサイトに掲載している事項となります。

①連結株主資本等変動計算書
②連結注記表
③株主資本等変動計算書
④個別注記表

　当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出ください
ますようお願い申しあげます。
　なお、株主総会参考書類並びに事業報告、連結計算書類及び計算書類に修正が生じた場
合は、インターネット上の当社ウェブサイト（https://www.zappallas.com）に掲載させ
ていただきます。
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インターネットによる議決権行使のお手続きについて

　インターネットにより議決権を行使される場合は、下記事項をご確認のうえ、

行使していただきますようお願い申しあげます。

　当日ご出席の場合は、郵送（議決権行使書）またはインターネットによる議決

権行使のお手続きはいずれも不要です。

１．　議決権行使サイトについて

（1）　インターネットによる議決権行使は、パソコンまたはスマートフォンから

当社の指定する議決権行使サイト（https://evote.tr.mufg.jp/）にアクセ

スしていただくことによってのみ実施可能です。（ただし、毎日午前２時

から午前５時までは取り扱いを休止します。）

（2）　インターネット接続にファイアーウォール等を使用されている場合、アン

チウイルスソフトを設定されている場合、TLS暗号化通信を指定されていな

い場合、proxyサーバーをご利用の場合等、株主様のインターネット利用環

境によっては、ご利用できない場合もございます。

（3）　インターネットによる議決権行使は、2022年７月26日（火曜日）午後７時

まで受け付けいたしますが、お早めに行使していただき、ご不明な点等が

ございましたらヘルプデスクへお問い合わせください。

２．　インターネットによる議決権行使方法について

（1）　パソコンによる方法

・議決権行使サイト（https://evote.tr.mufg.jp/）において、議決権行使書

用紙に記載された「ログインID」及び「仮パスワード」をご利用いただ

き、画面の案内に従って賛否をご入力ください。

・株主様以外の第三者による不正アクセス（“なりすまし”）や議決権行使

内容の改ざんを防止するため、ご利用の株主様には、議決権行使サイト上

で「仮パスワード」の変更をお願いすることになりますのでご了承くださ

い。

・株主総会の招集の都度、新しい「ログインID」及び「仮パスワード」をご

通知いたします。

－ 3 －



システム等に関するお問い合わせ

三菱UFJ信託銀行株式会社　証券代行部（ヘルプデスク）

・電話　0120-173-027（受付時間　9:00～21:00、通話料無料）

（2）　スマートフォンによる方法

・議決権行使書用紙に記載の「ログイン用QRコード」をスマートフォンによ

り読み取ることで、議決権行使サイトに自動的に接続し、議決権行使を行

うことが可能です。

（「ログインID」及び「仮パスワード」の入力は不要です。）

・セキュリティの観点からQRコードを用いた議決権行使は１回に限り可能で

す。２回目以降は、QRコードを読み取っても「ログインID」「仮パスワー

ド」の入力が必要になります。

・スマートフォン機種によりQRコードでのログインが出来ない場合がありま

す。QRコードでのログインが出来ない場合には、上記２．（１）パソコン

による方法にて議決権行使を行ってください。

※QRコードは（株）デンソーウェーブの登録商標です。

３．　複数回にわたり行使された場合の議決権の取り扱い

（1）　郵送とインターネットにより重複して議決権を行使された場合は、インタ

ーネットによる議決権行使の内容を有効として取り扱わせていただきます

のでご了承ください。

（2）　インターネットにより複数回にわたり議決権を行使された場合は、最後に

行使された内容を有効とさせていただきます。

４．　議決権行使サイトへのアクセスに際して発生する費用について

議決権行使サイトへのアクセスに際して発生する費用（インターネット接

続料金等）は、株主様のご負担となります。

（機関投資家の皆様へ）

　株式会社ICJが運営する議決権電子行使プラットフォームの利用を事前に申し込

まれた場合には、上記のほか、当社株主総会における電磁的方法による議決権行使

方法として、当該プラットフォームをご利用いただくことができます。
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・ 下記URLより、ご利用になる端末に合わせたZoomのアプリケーションをイン

ストールしてください。

https://bit.ly/31kxWfc

・ 下記URLにてご登録を行っていただき、本株主総会当日の視聴用URLが記載

された電子メールを受信してください。

https://bit.ly/38RJ1gX

株主総会動画ライブ配信のご案内

　当日、株主総会へのご出席をお控えいただいた株主様のために、定時株主総会

の様子は、ウェブ会議システムZoomを利用してライブ配信を行います。

　ご視聴を希望される株主様は、下記の手順に従い、ご視聴ください。

■　事前のご準備

■　当日の視聴方法

・　インターネットブラウザをご用意いただき、前掲のご準備で受信された電

子メールに記載されているリンクにアクセスしてください。

公開日時：2022年７月27日（水曜日）午前９時30分

・　画面の指示に従いご準備で受信された電子メールに記載されているパスワ

ードを入力してください。

■　ご視聴いただくための環境

・　ライブ配信をご視聴いただくためには、以下の環境を整えていただく必要

がございます。

【Windows端末】

OS：Windows 7、Windows 8、Windows 8.1、Windows 10、Windows 11（バー

ジョン5.9.0以降）

ブラウザ：Edge 12以降、Firefox 27以降、Chrome 30以降

【Mac端末】

OS：macOS X、macOS 10.9以降

ブラウザ：Safari 7以降、Firefox 27以降、Chrome 30以降

【Android端末】

OS：Android 5.0x以降

【iOS】

OS：iOS 8.0以降、iPadOS 13以降
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■　ご視聴にあたってのご注意事項

・ 株主総会当日の決議にご参加いただくことができません。あらかじめ、書

面の郵送またはインターネットにより事前に議決権を行使いただきますよ

う、お願い申しあげます。

・ ご使用の機器及びインターネット接続環境並びに回線の状況により、ご視

聴いただけない場合がございます。

・ ご視聴いただく場合の通信料金等は株主様のご負担となります。

・ 撮影、録画、録音、保存はご遠慮ください。

・ ID及びパスワードの第三者への提供は固くお断りいたします。

・ ご出席される株主様のプライバシーに配慮いたしまして、中継の映像は議

長及び役員のみとさせていただきます。

・ その他重要な変更がある場合はインターネット上の当社ウェブサイト

（https://www.zappallas.com）でお知らせいたします。

■　お問い合わせ先

・ ライブ配信に関するご不明点がございましたら、以下のメールアドレスへ

お問い合わせください。

株式会社ザッパラス株主総会事務局：soukai_zap@zappallas.com
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https://is.gd/zN3OIV

インターネットによるご意見・ご質問受付のご案内

当日株主総会へのご出席をお控えいただいた株主様より、本総会の議案等に関

するご意見・ご質問をインターネットを通じて事前に承ります。

下記のウェブサイトにアクセスし、表示される留意事項をご確認のうえ、ご意

見・ご質問をご送信ください。いただいたご意見・ご質問は、当社の株主総会事

務局が取りまとめ、議長より回答いたします。

株主の皆様におかれましては、可能な限り、書面の郵送またはインターネット

等による議決権の行使、インターネットによるご意見・ご質問をご利用いただ

き、株主総会会場へのご来場をお控えいただきますようお願い申しあげます。

■ご意見・ご質問の送信方法

下記ウェブサイトへアクセスし、ご意見・ご質問をご送信ください。

■受付期限

2022年７月12日（火曜日）から2022年７月24日（日曜日）まで

なお、以下の点をあらかじめご了承ください。

・　当日は、事前に頂戴したご意見・ご質問をご紹介した後、ご来場いただい

ている株主様のご質問をお受けいたします。

・　新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、質疑応答時間に制約が生

じることがございますので、頂戴したご意見・ご質問のすべてに回答する

ことはいたしかねる場合がございます。

・　ご意見・ご質問が本株主総会の目的に関しない場合等、ご意見・ご質問の

内容によっては回答を差し控える場合がございます。

・　審議の状況によってはご意見・ご質問を頂戴してもご回答できない場合が

ございます。
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（ 2021年５月１日から
2022年４月30日まで ）

（単位：千円）

前連結会計年度 当連結会計年度 増減

売上高 4,792,151 4,804,311 12,159 0.3％

モバイルサービス 3,781,303 3,945,351 164,048 4.3％

海外 460,677 425,236 △35,441 △7.7％

その他 550,170 438,636 △111,534 △20.3％

営業利益 356,597 72,651 △283,946 △79.6％

モバイルサービス 688,183 533,262 △154,921 △22.5％

海外 83,438 11,240 △72,197 △86.5％

その他 51,367 △17,743 △69,110 －

調整 (注) △466,391 △454,108 12,282 －

経常利益 376,149 212,657 △163,491 △43.5％

親会社株主に帰属する
当期純利益又は当期純損失(△)

286,365 △8,361 △294,726 －

（提供書面）

事　 業　 報　 告

１．企業集団の現況

(1) 当連結会計年度の事業の状況

①　事業の経過及び成果

(注)営業利益の調整額は、全社費用等であります。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない
一般管理費であります。

当連結会計年度における当社グループは、メディア露出の高い監修者の占い

コンテンツを中心に、占い関連サービスが堅調に推移いたしました。また、顧

客層の裾野拡大を図るため、占いをテーマにした地上波テレビ番組への制作協

力や、オンラインによる占いイベント「占いフェス」を開催しております。ま

た、オンラインで受講できる「占いアカデミー」の講座の充実化、地上波テレ

ビ番組に出演する占い師の占いコンテンツ提供や各種キャンペーンの企画等に

取り組んでまいりました。

その結果、売上高は4,804,311千円で、前期比で12,159千円の増加となり、

営業利益は72,651千円で、前期比で283,946千円の減少となりました。主な要

因は、地上波テレビ番組への制作協力をはじめ各種のプロモーション等、今後

を見据えた比較的大きな投資を行ったことによるものであります。
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新本社事務所　内装・設備工事等 55,256千円

モバイル及びPCコンテンツ向け自社利用ソフトウエア 85,624千円

②　設備投資の状況

　当連結会計年度中において実施いたしました設備投資の主なものは、次のと

おりであります。

③　資金調達の状況

　該当事項はありません。

④　事業の譲渡、吸収分割又は新設分割の状況

　該当事項はありません。

⑤　他の会社の事業の譲受けの状況

　該当事項はありません。

⑥　吸収合併又は吸収分割による他の法人等の事業に関する権利義務の承継の状

況

　該当事項はありません。

⑦　他の会社の株式その他の持分又は新株予約権等の取得又は処分の状況

　該当事項はありません。
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項　目
第 20 期

(2019年４月期)
第 21 期

(2020年４月期)
第 22 期

(2021年４月期)

第 23 期
(当連結会計年度)
(2022年４月期)

売 上 高（千円） 4,170,180 3,789,027 4,792,151 4,804,311

営業利益又は営業損失(△)（千円） △341,563 44,686 356,597 72,651

経常利益又は経常損失(△)（千円） △299,650 1,593 376,149 212,657

親会社株主に帰属する当期
純利益又は当期純損失(△)

（千円） △357,632 △227,378 286,365 △8,361

１株当たり当期純利益
又 は 当 期 純 損 失 ( △ )

（ 円 ） △28.08 △17.82 22.44 △0.65

総 資 産（千円） 7,090,218 6,657,907 7,154,807 7,143,327

純 資 産（千円） 6,561,076 6,353,458 6,638,957 6,520,514

１株当たり純資産額（ 円 ） 514.16 497.93 519.98 508.46

(2) 財産及び損益の状況

会社名 資本金 議決権比率 主要な事業内容

Zappallas,Inc. 4,500千USドル 100.0％ 米国における占いサイト運営等

株式会社cocoloni 100,000千円 100.0％
モバイル及びPC向け占いサービス
の企画制作・開発・運営等

株式会社コンコース 30,000千円 100.0％
ISP向け占いコンテンツ、占いポ
ータルサイト運営等

株式会社Luck Out 10,000千円 51.0％ 占い師専門プロダクション事業

(3) 重要な親会社及び子会社の状況

①　親会社の状況

　該当事項はありません。

②　重要な子会社の状況

(注)　株式会社コンコースに対する当社の議決権比率は、当社の子会社である株式会社cocoloniを通

じての間接所有分です。
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(4) 対処すべき課題

当社グループにおきましては、今後の事業成長を支える上で以下の項目を重要

な経営課題として認識しており、積極的かつ迅速に対処してまいります。

①　占い顧客基盤の拡大・強化

当社グループの主力サービスである占いにおきましては、潜在的な占いのニ

ーズを引き出す新たな形の占いサービスを提供するとともに、よりパーソナル

な対応を可能にするコンテンツ・サービスを拡充させてまいります。これによ

り、ユーザー層の拡大を図るとともに、占い顧客基盤を中核としたCRM(注)を

絶えず強化していくことにより、当社グループの収益の拡大と持続的な成長を

めざしてまいります。

(注) Customer Relationship Managementのこと。

②　サービスの提供・集客手法の多様化

当社グループの主力サービスは占いでありますが、多様化する市場に対応

し、新規ユーザーを獲得していくため、サービスの提供・集客手法を再構築し

ていくことが不可欠であると考えております。

オンラインで開催する占いフェス、多様な講座をオンラインで受講できる占

いアカデミー、当社子会社の株式会社Luck Outが手掛ける占い師専門プロダク

ション、などの各種取り組みを通じて、動画・SNS・メディアを絡めた新たな

顧客体験を提供し、潜在ユーザー層の拡大並びに占いコンテンツファンの創出

に継続的に取り組んでまいります。

③　新技術への対応

当社グループが属するモバイルインターネット業界は、新技術の開発及びそ

れに基づく新サービスの導入が相次いでおり、非常に変化の激しい業界となっ

ております。当社グループが今後もユーザーにとって魅力的なサービスを提供

し続けるためには、これら新技術を取り入れ、新しいサービスを迅速に展開し

ていくことが重要であると認識しており、引き続き人材面での強化を図ると共

に新技術を持つ企業との提携・協業なども視野に入れてまいります。
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事 業 区 分 主 要 内 容

モバイルサービス事業

モバイル・PC向け占いデジタルコンテンツの企画制作・開発・
運営並びに、電話・チャット占い、動画配信、オンラインイベ
ント等の占い関連サービスの他、各種モバイル関連サービスの
提供、これらに付随する広告配信

海外事業
米国におけるモバイルやインターネット回線を介した、占いコ
ンテンツ等の提供及び広告配信

その他の事業
ベビー用品ECサイトの運営、法人向け占いASPサービスの提
供、オンライン占いスクールの運営、占い師プロダクション等

(5) 主要な事業内容（2022年４月30日現在）

　当社グループは、当社及び当社の連結子会社４社、非連結子会社１社で構成さ

れており、モバイルサービス事業、海外事業及びその他の事業を展開しておりま

す。

当 社 本社：東京都渋谷区

Z a p p a l l a s , I n c . 本社：米国オレゴン州

株式会社 c o c o l o n i 本社：東京都渋谷区

株式会社コンコース 本社：東京都渋谷区

株式会社 L u c k  O u t 本社：東京都渋谷区

(6) 主要な拠点等（2022年４月30日現在）

（注）当社は、2022年２月14日をもって本社機能を東京都渋谷区に移転しております。なお、登記上

の本店所在地は東京都港区となっております。
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セグメント区分 使用人数 前連結会計年度末比増減

モバイルサービス事業 100 （2）名 10 （-）名

海外事業 18 （-）名 - （-）名

その他の事業 12 （-）名 2 （-）名

全社（共通） 15 （4）名 △4 （1）名

合計 145 （6）名 8 （1）名

使用人数 前事業年度末比増減 平均年齢 平均勤続年数

52（4）名 9（1）名 38.3歳 6.0年

(7) 使用人の状況（2022年４月30日現在）

①　企業集団の使用人の状況

（注）１．使用人数は就業員数であり、使用人兼務取締役及び休職者を含んでおりません。また、臨

時雇用者数は、（　）内に年間の平均人員を外数で記載しております。

２．全社（共通）として、記載されている使用人数は、特定のセグメントに区分できない管理

部門に所属している者であります。

３．モバイルサービス事業の使用人数が前連結会計年度末と比べ10名増加した主な要因は、期

中採用が増加したことによるものであります。

４．臨時雇用者にはアルバイトを含み、派遣社員は除いております。

②　当社の使用人の状況

（注）１．使用人数は就業員数であり、アルバイト等の臨時雇用者数は、（　）内に年間の平均人員

を外数で記載しております。

２．使用人数が前事業年度末と比べ９名増加した主な要因は、期中採用が増加したことによる

ものであります。

(8) 主要な借入先の状況（2022年４月30日現在）

　該当事項はありません。

(9) その他企業集団の現況に関する重要な事項

　該当事項はありません。
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①　発行可能株式総数 50,000,000株

②　発行済株式の総数 12,814,532株（自己株式836,468株を除く。）

③　株主数 3,762名

株主名 持株数 持株比率

川 嶋 真 理 2,941,835株 22.96％

株 式 会 社 U H  P a r t n e r s  2 1,262,900 9.86

光 通 信 株 式 会 社 1,083,000 8.45

株 式 会 社 U H  P a r t n e r s  3 1,001,100 7.81

日本マスタートラスト信託銀行株式会社
( 信 託 口 )

916,400 7.15

ビービーエイチ フィデリティ ピューリタン フィデリティ
シリーズ イントリンシック オポチュニティズ ファンド

700,000 5.46

合 同 会 社 ク リ ム ゾ ン グ ル ー プ 668,200 5.21

株 式 会 社 エ ス ア イ エ ル 600,000 4.68

竹 林 嘉 浩 177,100 1.38

株式会社日本カストディ銀行(信託口) 166,200 1.30

２．会社の現況

(1) 株式の状況（2022年４月30日現在）

④　大株主（上位10名）

（注）１. 当社は、自己株式を836,468株保有しておりますが、上記大株主からは除外しておりま

す。

２．持株比率は自己株式を控除して計算しております。

⑤　当事業年度中に職務執行の対価として当社役員に対し交付した株式の状況

　当事業年度中に職務の執行の対価として交付された株式は、取締役３名

（社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。）に対し、55,633株で

す。

　当社の株式報酬の内容につきましては、事業報告17頁「(3) 会社役員に関

する事項　④　取締役の報酬等」に記載しております。
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(2) 新株予約権等の状況（2022年４月30日現在）

①　当社役員が保有している職務執行の対価として交付された新株予約権の状況

　該当事項はありません。

②　当事業年度中に職務執行の対価として使用人等に対し交付した新株予約権の

状況

　該当事項はありません。

③　その他新株予約権等に関する重要な事項

　該当事項はありません。
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会社における地位 氏　　　名 担当及び重要な兼職の状況

代 表 取 締 役 社 長 川 嶋 真 理 株式会社Luck Out　代表取締役

取 締 役 小 林 真 人
管理担当
Zappallas,Inc.（U.S.） Director兼CFO
株式会社Luck Out　監査役

取 締 役 溝 上 雅 俊

占い関連サービス担当
株式会社cocoloni　代表取締役
株式会社コンコース　代表取締役
株式会社Luck Out　取締役

取 締 役 美 澤 臣 一
コ・クリエーションパートナーズ株式会社
代表取締役

取 締 役
（常勤監査等委員）

上 田 一 彦 監査等委員会委員長

取 締 役
（ 監 査 等 委 員 ）

井 上 昌 治 弁護士法人マーキュリー・ジェネラル　弁護士

取 締 役
（ 監 査 等 委 員 ）

谷 間 　 真
株式会社セントリス・コーポレートアドバイザリ
ー　代表取締役

(3) 会社役員に関する事項

①　取締役の状況（2022年４月30日現在）

（注）１．取締役美澤臣一氏並びに取締役（監査等委員）上田一彦氏、井上昌治氏及び谷間真氏は、

社外取締役であります。

２．取締役（監査等委員）谷間真氏は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関す

る相当の知見を有しております。

３．2021年７月28日開催の第22回定時株主総会終結の時をもって、小楠裕彦氏は取締役を退任

いたしました。

４．情報収集その他監査の実効性を高め、監査・監督機能を強化するために上田一彦氏を常勤

の監査等委員として選定しております。

５．取締役美澤臣一氏並びに取締役（監査等委員）上田一彦氏、井上昌治氏及び谷間真氏は、

東京証券取引所の有価証券上場規程第436条の２に定める独立役員であります。

②　責任限定契約の内容の概要

　当社と各社外取締役は、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423

条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。

　当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が定める最低責任限度額

としております。
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③　役員等賠償責任保険契約の内容の概要等

当社は、保険会社との間で、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠

償責任保険を締結しており、保険料は全額当社が負担しております。

イ．当該保険契約の被保険者の範囲

　当社並びに当社グループの子会社である株式会社cocoloni、株式会社コン

コース及び株式会社Luck Outの取締役(監査等委員含む。)、監査役、及び執

行役員

ロ．当該保険契約の内容の概要

　被保険者である対象役員が、その職務の執行に関し責任を負うときに、当

該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害、又

は、当該請求がなされるおそれがある状況が生ずることによって、対象役員

がこれに対応するために要する費用を当該保険契約により保険会社が補填す

るものであり、契約期間は１年間です。

ハ．当該保険契約により役員等の職務の執行の適正性が損なわれないようにす

るための措置

　対象役員の犯罪行為、又は違法であることを認識しながら行なった行為

や、対象役員が行なったインサイダー取引に起因する損害賠償請求等の公序

良俗に反する一定の行為を当該保険契約の免責事項としております。

④　取締役の報酬等

イ．役員報酬等の内容の決定に関する方針等

　当社は、2021年12月17日開催の取締役会において、取締役（監査等委員で

ある取締役を除く。以下、「取締役」という。）の個人別の報酬等の内容に

かかる決定方針を決議しております。

　当社取締役会は、当事業年度にかかる取締役の個人別の報酬等について、

報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が取締役会で決議され

た決定方針と整合していることや、指名報酬委員会の答申の内容を尊重して

決定していることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断し

ております。

　取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針の内容は次のとおりで

す。

　当社の取締役（社外取締役を除く。）の報酬は、業務遂行の対価としての

固定報酬、及び非金銭報酬として当社の企業価値の持続的な向上を図るイン

センティブの付与と株主利益との連動を目的とした株式報酬によって構成さ

れ、社外取締役の報酬は業務遂行の対価としての固定報酬のみによって構成

されております。

　固定報酬は、在任中に月額定額で金銭報酬を支払うものとし、その算定方

法は、各役員の役割責任の大きさ、他社の報酬水準を参考に作成した役員報

酬テーブルに基づき決定しております。

　非金銭報酬は、取締役就任後、定時株主総会後の一定の時期に当社取締役

会決議に基づき支給される金銭報酬債権の全部を現物出資することの対価と
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して譲渡制限付株式の形で付与するものとし、その内容は、当社取締役会が

定めた譲渡制限期間中、継続して、当社取締役その他当社取締役会で定めた

地位にあること（これに加えて、当社取締役会が定める一定の業績等の目標

を解除条件とした場合は当該目標の達成）を条件として、譲渡制限を解除す

るものであります。譲渡制限付株式報酬の付与数の算定については、固定報

酬額を算定の基礎とし、各役員の職責の大きさや他社の報酬水準を考慮して

当社取締役会が決定した割合で乗じた金銭債権報酬額で払込みができる数と

します。譲渡制限期間、解除条件については、当社の業績や経営内容、対象

取締役の職責の大きさ、社会情勢等を総合的に考慮して決定いたします。

　当社の取締役会は、役員報酬等の額及びその算定方法に関して客観性と透

明性を高めるため、委員会の過半数を社外取締役とする指名報酬委員会に原

案を諮問して答申を得るものとし、当該答申の内容に従い個別支給額を決定

します。指名報酬委員会は、各役員の報酬額及び種類ごとの構成割合につい

て、各取締役の役割責任の大きさを考慮し、同業種又は同規模他企業の報酬

水準等を参考に、中長期的な企業価値向上に向けた適切なインセンティブと

して機能させるという観点で、取締役会に対して答申を行っております。
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区　分 支給人員 支給額
報酬等の種類別総額

金銭報酬
（固定報酬）

非金銭報酬
（譲渡制限付株式報酬）

取締役（監査等委員を除く）
（うち社外取締役）

５名
（１名）

73,053千円
（4,200千円）

68,700千円
（4,200千円）

4,353千円
（―）

取締役(監査等委員）
（うち社外取締役）

３名
（３名）

16,800千円
（16,800千円）

16,800千円
（16,800千円）

―

ロ．当事業年度に係る報酬等の総額

（注）１．取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬限度額は、2017年７月26日開催の第18
回定時株主総会において年額200,000千円以内（ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与
は含まない。）と決議いただいております。当該株主総会終結時点の取締役（監査等委員
である取締役を除く。）の員数は４名です。また、2021年７月28日開催の第22回定時株主
総会において、上記の報酬枠とは別枠で、取締役（社外取締役及び監査等委員である取締
役を除く。）に対して譲渡制限付株式の付与のために支給する報酬を金銭債権とし、その
総額を年額100,000千円以内と決議いただいております。当該株主総会終結時点の取締役
（社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。）の員数は３名です。

２．監査等委員の報酬限度額は、2017年７月26日開催の第18回定時株主総会において年額
50,000千円以内と決議いただいております。当該株主総会終結時点の監査等委員の員数は
３名です。

３．非金銭報酬の内容は、譲渡制限付株式であり、その交付状況は事業報告14頁「(1) 株式の
状況　⑤　当事業年度中に職務執行の対価として当社役員に対し交付した株式の状況」に
記載の通りです。

⑤　社外役員に関する事項

イ．他の法人等の重要な兼職の状況及び当社と当該他の法人等との関係

・取締役美澤臣一氏は、コ・クリエーションパートナーズ株式会社の代表取

締役であります。なお、当社とコ・クリエーションパートナーズ株式会社

との間に特別の関係はありません。

・取締役（監査等委員）井上昌治氏は、弁護士法人マーキュリー・ジェネラ

ルの弁護士であります。なお、当社と弁護士法人マーキュリー・ジェネラ

ルとの間に特別の関係はありません。

・取締役（監査等委員）谷間真氏は、株式会社セントリス・コーポレートア

ドバイザリーの代表取締役であります。なお、当社と株式会社セントリ

ス・コーポレートアドバイザリーとの間に特別の関係はありません。
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氏　名 地　位
出 席 状 況 、 発 言 状 況 及 び
社外取締役に期待される役割に関して行った職務の概要

美 澤 臣 一 社外取締役

当事業年度に開催された取締役会13回全てに出席し、長年のビ
ジネス経験及び会社経営経験の観点から、当社の経営全般に関
する有用な発言を適宜行っております。また、指名報酬委員に
就任し、当事業年度に開催された指名報酬委員会３回全てに出
席し、独立した客観的立場から監視、助言を行いました。

上 田 一 彦
社外取締役

(常勤監査等委員)

当事業年度に開催された取締役会13回全てに出席し、また、監
査等委員会の委員長に就任し、当事業年度に開催された監査等
委員会13回全てに出席し、長年の管理部門におけるキャリアに
よって培われた経理・財務などに関する豊富な経験・見識か
ら、当社のコーポレート・ガバナンスの強化及び監査体制への
充実に向けて有用な発言を行っております。また、指名報酬委
員会の委員長に就任し、当事業年度に開催された指名報酬委員
会３回全てに出席し、独立した客観的立場から監視、助言を行
いました。

井 上 昌 治
社外取締役

（監査等委員）

当事業年度に開催された取締役会13回全てに出席し、また、当
事業年度に開催された監査等委員会13回全てに出席し、弁護士
としての豊富な経験・見地から、当社経営上の特に法務面に関
する有用な発言を適宜行っております。また、指名報酬委員に
就任し、当事業年度に開催された指名報酬委員会３回全てに出
席し、独立した客観的立場から監視、助言を行いました。

谷 間 　 真
社外取締役

（監査等委員）

当事業年度に開催された取締役会13回のうち12回に出席し、ま
た、当事業年度に開催された監査等委員会13回全てに出席し、
公認会計士として培われた豊富な経験・見地から、主に当社の
財務・会計分野に関する有益な発言を適宜行っております。ま
た、指名報酬委員に就任し、当事業年度に開催された指名報酬
委員会３回全てに出席し、独立した客観的立場から監視、助言
を行いました。

ロ．当事業年度における主な活動状況

支 払 額

当事業年度に係る会計監査人としての報酬等の額 34,000千円

当社及び子会社が会計監査人に支払うべき金銭その他の財産上の利
益の合計額

34,000千円

(4) 会計監査人の状況

①　名称　　　　　　　　　有限責任 あずさ監査法人

②　報酬等の額

(注) １.当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づ

く監査の監査報酬等の額を明確に区分しておらず、実質的にも区分できませんので、当事業

年度に係る会計監査人としての報酬等の額にはこれらの合計額を記載しております。

２.当社監査等委員会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積

りの算出根拠などを確認し、検討した結果、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第

１項の同意を行っております。
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③　非監査業務の内容

　該当事項はありません。

④　会計監査人の解任又は不再任の決定の方針

　当社は、会社法第340条に定める監査等委員会による会計監査人の解任のほ

か、会計監査人が職務を適切に遂行することが困難と認められるなど会計監査

人として適当でないと判断される場合その他必要がある場合には、監査等委員

会の決定により、会計監査人の解任又は不再任に関する議題を株主総会に提案

いたします。
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(5) 業務の適正を確保するための体制及びその運用状況

　取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他

会社の業務の適正を確保するための体制については、以下のように整備・運用して

おります。

① 当社並びに当社子会社（以下、「当社グループ」という）の取締役・使用人

の職務執行が法令・定款に適合することを確保するための体制

イ．当社は、当社グループの取締役及び使用人が、法令、定款及び社会倫理規

範に適合することを確保するため、企業理念、企業行動憲章及び諸規程・

マニュアルを制定の上コンプライアンス管理体制を整備し、横断的な統括

としてコンプライアンス管理責任者を任命してコンプライアンス・プログ

ラムを運用、その結果については、代表取締役、コンプライアンス管理責

任者等をメンバーとし、監査等委員、事業担当取締役等をオブザーバーと

するコンプライアンス委員会を開催し（当年度は３回）、運用の確認と問

題があればその対応策について協議しております。また、コンプライアン

ス教育・研修等を毎年実施してコンプライアンスを周知徹底し、その維

持・強化を図っております。

ロ．当社グループの違反行為を直接通報できる倫理ヘルプラインを設置・運営

しております。

ハ．当社は、代表取締役直轄の内部監査室を設置し当社グループの内部統制の

監査を行っております。

② 当社取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する事項

　当社は、文書保存管理規程その他関連規程に従い、取締役の職務執行に係る

情報を文書又は電磁的記録媒体に記録・保存し管理しており、当社の取締役及

び監査等委員は、常時、これらの文書を閲覧できます。

③ 当社グループの損失の危険の管理に関する規程その他の体制

イ．当社グループの業務執行に係るリスクに関して、各関係部門においてそれ

ぞれ予見されるリスクの分析と識別を行い、当社のコンプライアンス管理

責任者がリスク管理責任者として、当社グループ全体のリスクを網羅的・

総括的に管理しております。

ロ．当社グループの経営に重大な影響を与えるような経営危機が発生した場合

は、当社代表取締役を本部長とした対策本部を設置し、当社グループの損

失を最小限に抑えるとともに早期の原状回復に努めております。
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④ 当社グループの取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するため

の体制

イ．当社グループの取締役会において、経営資源の配分を決定し、年度予算等

により具体的な経営目標を定め、その経営目標の達成状況につき定期的に

検証することにより、業務の効率化を図っております。

ロ．当社グループは、定例の取締役会を原則として月１回開催し、経営の基本

方針及び重要事項の決定並びに取締役の業務執行状況の報告等を行ってお

ります。

ハ．当社グループの業務執行に当たっては、職務分掌規程及び職務権限規程に

おいて各人の責任と権限を定めております。

⑤ 当社グループから成る企業集団における業務の適正を確保するための体制

イ．当社は、当社グループ関係会社管理規程を定め、コンプライアンス行動憲

章並びにコンプライアンス・プログラムを共通のものとした内部統制を構

築し、情報の共用化、指示・要請の効率的な伝達を図り営業成績、財務状

況その他の重要な情報について当社への定期的な報告を義務付けておりま

す。

ロ．当社取締役及びグループ各社の社長は、各部門の業務執行の適正性を確保

するための内部統制の確立と運用に関する権限と責任を有しております。

ハ．当社の内部監査室は、当社グループ各社の内部監査を実施し、その結果を

当社監査等委員会、各部門及びグループ各社の責任者に報告するととも

に、必要に応じて、内部統制の改善策の指導、実施の支援・助言を行って

おります。

⑥ 財務報告に係る内部統制に関する体制

イ．当社は、信頼性のある財務報告を作成することが極めて重要であることを

認識し、財務報告の信頼性及び実効性を確保するためあらゆる機会を捉え

て周知徹底を図っております。

ロ．財務報告の作成過程においては虚偽記載及び誤謬等が生じないようにＩＴ

統制を含め実効性のある統制環境体制を構築し運用しております。
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⑦ 監査等委員会がその補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該

使用人に関する事項並びにその使用人の当社取締役からの独立性に関する事

項

イ．監査等委員会の職務を補助する組織を内部監査室としております。

ロ．監査等委員会より監査業務に必要な命令を受けた使用人は、その命令に関

して、取締役及び他の使用人の指揮命令は受けず、監査等委員会の監査業

務をサポートしております。

ハ. 当社は、内部規程において監査等委員会の職務を補助すべき使用人に関

し、監査等委員会の指揮命令に従う旨、及び、当該指揮命令に従わなかっ

た場合には社内処分の対象となる旨を明記しております。

⑧ 当社グループの取締役及び使用人が監査等委員会に報告するための体制その

他の監査等委員会への報告に関する体制

イ．当社グループの取締役は、取締役会及びその他重要会議にて、会社に著し

い損害を及ぼすおそれのある事項、重大な法令・定款違反等、コンプライ

アンス上重要な事項を報告しております。

ロ．当社グループの使用人は前項に関する重大な事実を発見した場合は、監査

等委員会に直接報告しております。

ハ. 当社は、監査等委員会へ報告を行った当社グループの取締役及び使用人に

対し、当該報告をしたことを理由として不利な取り扱いを行うことを禁止

し、その旨を当社グループの取締役及び使用人に周知徹底しております。

⑨ その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制

イ．監査等委員会は、いつでも必要に応じて当社グループ取締役及び使用人に

対する個別のヒアリング等を実施するとともに、当社代表取締役、内部監

査室及び監査法人それぞれとの間で定期的な会合・意見交換会を開催して

おります。

ロ．監査等委員会が職務の執行について生ずる費用の前払い等の請求をしたと

きは、監査等委員会の職務の執行に必要でないと認められる場合を除き、

速やかに費用の支払いを行っております。

－ 24 －



(6) 会社の支配に関する基本方針

　当社の取締役会は、当社株式の大量取得を目的とする買付けや買収提案が行わ

れる場合において、その受入れの当否は最終的には株主の皆様のご判断に委ねる

べきものと認識しております。また、経営支配権の異動を通じた企業活動の活性

化の意義や効果についても、何らこれを否定するものではありません。

　しかしながら、株式の大量取得や買収提案の中には、その目的等からみて対象

企業の企業価値や株主共同の利益を損なうおそれのあるものも見受けられ、その

ような株式の大量取得を目的とする買付けや買収提案は不適切であると当社は考

えます。

　現在のところ、当社株式の大量取得を目的とする買付けや買収提案に係る具体

的な脅威が生じているわけではなく、また当社としても買収防衛策等の具体的な

取組みをあらかじめ定めるものではありません。

　ただし、株主から負託を受けた経営者の責務として、当社株式の取引や株主の

異動状況を常に注視するとともに、株式の大量取得を目的とする買付けや買収提

案に際しては、直ちに当社として最も適切と考えられる措置を講じてまいりま

す。

　具体的には、株式大量取得者との交渉や社外の専門家を交えての当該買収提案

の評価を行い、当該買付行為（又は買収提案）が当社の企業価値及び株主共同の

利益に資さない場合には、当社は具体的な対抗措置の要否及びその内容等を速や

かに決定し、対抗措置を実行する体制を整えます。

(7) 剰余金の配当等の決定に関する方針

　当社は、株主の皆様への利益還元を重要な課題として認識しており、財務体質

の強化と積極的な事業展開に備えるために必要な内部留保を確保しつつ、安定し

た配当を実施していくことを基本方針としております。

　当社は、期末の年１回において、剰余金の配当を行うことを基本方針としてお

りますが、毎年10月31日を基準日として、会社法第454条第５項に規定する中間

配当を行うことができる旨を定款に定めております。これらの剰余金の配当等の

決定機関は、期末配当については株主総会、中間配当については取締役会であり

ます。

　当連結会計年度は、１株当たり３円の期末配当を予定しております。この結

果、当連結会計年度の配当性向は▲461.5％となります。
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科 目 金 額 科 目 金 額

（資　　産　　の　　部）

流 動 資 産

現 金 及 び 預 金

売 掛 金

商 品

未 収 還 付 法 人 税 等

そ の 他 の 流 動 資 産

貸 倒 引 当 金

固 定 資 産

有 形 固 定 資 産

建 物 附 属 設 備

工 具 、 器 具 及 び 備 品

無 形 固 定 資 産

ソ フ ト ウ エ ア

の れ ん

その他の無形固定資産

投 資 そ の 他 の 資 産

投 資 有 価 証 券

繰 延 税 金 資 産

そ の 他 の 投 資
　

6,292,855

5,424,857

566,761

39,895

78,373

183,814

△846

850,471

85,820

32,323

53,497

248,199

54,958

181,800

11,441

516,450

424,167

26,237

66,046
　

（負　　債　　の　　部）

流 動 負 債 602,460

買 掛 金 161,348

未 払 金 282,194

未 払 法 人 税 等 50,141

契 約 負 債 37,989

そ の 他 の 流 動 負 債 70,786

固 定 負 債 20,352

繰 延 税 金 負 債 20,352

負 債 合 計 622,813

（純　資　産　の　部）

株 主 資 本 6,412,132

資 本 金 1,476,343

資 本 剰 余 金 1,401,720

利 益 剰 余 金 4,826,054

自 己 株 式 △1,291,985

その他の包括利益累計額 103,481

その他有価証券評価差額金 314

為 替 換 算 調 整 勘 定 103,167

非 支 配 株 主 持 分 4,900

純 資 産 合 計 6,520,514

資 産 合 計 7,143,327 負 債 純 資 産 合 計 7,143,327

連 結 貸 借 対 照 表

（2022年４月30日現在）
（単位：千円）

（注）記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。
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（ 2021年５月１日から
2022年４月30日まで ）

科 目 金 額

売 上 高 4,804,311

売 上 原 価 1,478,217

売 上 総 利 益 3,326,093

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 3,253,442

営 業 利 益 72,651

営 業 外 収 益

受 取 利 息 715

為 替 差 益 139,191

そ の 他 921 140,827

営 業 外 費 用

そ の 他 822 822

経 常 利 益 212,657

特 別 損 失

本 社 移 転 費 用 55,333 55,333

税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益 157,323

法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 78,396

法 人 税 等 調 整 額 86,855 165,251

当 期 純 損 失 7,928

非支配株主に帰属する当期純利益 433

親会社株主に帰属する当期純損失 8,361

連 結 損 益 計 算 書

（単位：千円）

（注）記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。
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指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

公認会計士 石 野 研 司

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

公認会計士 構 　 康 二

独立監査人の監査報告書

2022年６月24日

株式会社ザッパラス
取締役会　御中

有限責任 あずさ監査法人
東京事務所

　

監査意見
　当監査法人は、会社法第444条第４項の規定に基づき、株式会社ザッパラスの2021年５月１日か
ら2022年４月30日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算
書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表について監査を行った。
　当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
基準に準拠して、株式会社ザッパラス及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係る
期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠
　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ
た。監査の基準における当監査法人の責任は、「連結計算書類の監査における監査人の責任」に記
載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会
社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人
は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容
　その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容
を作成し開示することにある。また、監査等委員会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの
整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
　当監査法人の連結計算書類に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当
監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
　連結計算書類の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程にお
いて、その他の記載内容と連結計算書類又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相
違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤
りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
　当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合に
は、その事実を報告することが求められている。
　その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

連結計算書類に対する経営者及び監査等委員会の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結計
算書類を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない
連結計算書類を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用する
ことが含まれる。
　連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を作成する
ことが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

連結計算書類に係る会計監査報告
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　監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視す
ることにある。

連結計算書類の監査における監査人の責任
　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結計算書類に不正又は誤謬
による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立
場から連結計算書類に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生す
る可能性があり、個別に又は集計すると、連結計算書類の利用者の意思決定に影響を与えると合理
的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク

に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さ
らに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・　連結計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではない
が、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、
監査に関連する内部統制を検討する。

・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・　経営者が継続企業を前提として連結計算書類を作成することが適切であるかどうか、また、入
手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関
して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実
性が認められる場合は、監査報告書において連結計算書類の注記事項に注意を喚起すること、
又は重要な不確実性に関する連結計算書類の注記事項が適切でない場合は、連結計算書類に対
して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに
入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続で
きなくなる可能性がある。

・　連結計算書類の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結計算書類の表示、構成
及び内容、並びに連結計算書類が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを
評価する。

・　連結計算書類に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分か
つ適切な監査証拠を入手する。監査人は、連結計算書類の監査に関する指示、監督及び実施に
関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

　監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別
した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその
他の事項について報告を行う。
　監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵
守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除
去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

利害関係
　会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載
すべき利害関係はない。

以　上
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科 目 金 額 科 目 金 額

（資　　産　　の　　部）

流 動 資 産

現 金 及 び 預 金

売 掛 金

商 品

前 払 費 用

短 期 貸 付 金

未 収 還 付 法 人 税 等

未 収 消 費 税 等

そ の 他 の 流 動 資 産

固 定 資 産

有 形 固 定 資 産

建 物 附 属 設 備

工 具 、 器 具 及 び 備 品

無 形 固 定 資 産

ソ フ ト ウ エ ア

その他の無形固定資産

投 資 そ の 他 の 資 産

投 資 有 価 証 券

関 係 会 社 株 式

関 係 会 社 長 期 貸 付 金

長 期 前 払 費 用

差 入 保 証 金

そ の 他 の 投 資

貸 倒 引 当 金
　

5,010,152

4,336,605

25,862

39,895

35,578

113,396

77,098

25,776

355,937

1,452,467

82,704

32,323

50,381

6,063

6,047

16

1,363,699

424,017

741,996

375,040

39,354

25,155

1,000

△242,866
　

（負　　債　　の　　部）

流 動 負 債 230,868

買 掛 金 6,701

未 払 金 198,190

未 払 費 用 12,477

未 払 法 人 税 等 8,649

契 約 負 債 249

預 り 金 4,600

固 定 負 債 19,618

繰 延 税 金 負 債 19,618

負 債 合 計 250,486

（純　資　産　の　部）

株 主 資 本 6,211,819

資 本 金 1,476,343

資 本 剰 余 金 1,401,718

資 本 準 備 金 1,401,718

利 益 剰 余 金 4,625,742

そ の 他 利 益 剰 余 金 4,625,742

繰 越 利 益 剰 余 金 4,625,742

自 己 株 式 △1,291,985

評 価 ・ 換 算 差 額 等 314

その他有価証券評価差額金 314

純 資 産 合 計 6,212,133

資 産 合 計 6,462,619 負 債 純 資 産 合 計 6,462,619

貸　借　対　照　表
（2022年４月30日現在）

（単位：千円）

（注）記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。
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（ 2021年５月１日から
2022年４月30日まで ）

科 目 金 額

売 上 高 1,176,397

売 上 原 価 256,181

売 上 総 利 益 920,215

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 1,073,378

営 業 損 失 153,162

営 業 外 収 益

受 取 利 息 4,680

為 替 差 益 139,056

そ の 他 914 144,651

営 業 外 費 用

関 係 会 社 貸 倒 引 当 金 繰 入 額 37,469

そ の 他 1,095 38,564

経 常 損 失 47,075

特 別 損 失

本 社 移 転 費 用 55,333 55,333

税 引 前 当 期 純 損 失 102,409

法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 △153,898

法 人 税 等 調 整 額 76,435 △77,462

当 期 純 損 失 24,946

損　益　計　算　書

（単位：千円）

（注）記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。
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指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

公認会計士 石 野 研 司

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

公認会計士 構 　 康 二

独立監査人の監査報告書

2022年６月24日

株式会社ザッパラス
取締役会　御中

有限責任 あずさ監査法人
東京事務所

　

監査意見
　当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、株式会社ザッパラスの2021年５月
１日から2022年４月30日までの第23期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、
株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書（以下「計算書類等」という。）につ
いて監査を行った。
　当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基
準に準拠して、当該計算書類等に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正
に表示しているものと認める。

監査意見の根拠
　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ
た。監査の基準における当監査法人の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責任」に記載
されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立してお
り、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎
となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容
　その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容
を作成し開示することにある。また、監査等委員会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの
整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
　当監査法人の計算書類等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監
査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
　計算書類等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程におい
て、その他の記載内容と計算書類等又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違が
あるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの
兆候があるかどうか注意を払うことにある。
　当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合に
は、その事実を報告することが求められている。
　その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

計算書類等に対する経営者及び監査等委員会の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書
類等を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計
算書類等を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用すること
が含まれる。

計算書類に係る会計監査報告
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　計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成すること
が適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基
づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
　監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視す
ることにある。

計算書類等の監査における監査人の責任
　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は誤謬に
よる重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場
から計算書類等に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可
能性があり、個別に又は集計すると、計算書類等の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見
込まれる場合に、重要性があると判断される。
　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク

に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さ
らに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・　計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、
監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査
に関連する内部統制を検討する。

・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・　経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、入手
した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関し
て重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性
が認められる場合は、監査報告書において計算書類等の注記事項に注意を喚起すること、又は
重要な不確実性に関する計算書類等の注記事項が適切でない場合は、計算書類等に対して除外
事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した
監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくな
る可能性がある。

・　計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基
準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、構成及び
内容、並びに計算書類等が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価す
る。

　監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別
した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその
他の事項について報告を行う。
　監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵
守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除
去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

利害関係
　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係
はない。

以　上
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監　査　報　告　書

　当監査等委員会は、2021年５月１日から2022年４月30日までの第23期事業年度

における取締役の職務の執行について監査いたしました。その方法及び結果につ

き以下のとおり報告いたします。

１．監査の方法及びその内容

　監査等委員会は、会社法第399条の13第１項第１号ロ及びハに掲げる事項に

関する取締役会決議の内容並びに当該決議に基づき整備されている体制（内部

統制システム）について取締役及び使用人等からその構築及び運用の状況につ

いて定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明するととも

に、下記の方法で監査を実施しました。

①　監査等委員会が定めた監査の方針、職務の分担等に従い、会社の内部統制

部門と連携の上、重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務

の執行に関する事項の報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁

書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。また、子会社につ

いては、子会社の取締役等と意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応じ

て子会社から事業の報告を受けました。

②　事業報告に記載されている会社法施行規則第118条第３号イの基本方針に

ついては、取締役会その他における審議の状況等を踏まえ、その内容につ

いて検討を加えました。

③　会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを

監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について

報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査人から「職

務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」（会社計算規則第

131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（2005年10月

28日企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応

じて説明を求めました。

　以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算

書類（貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びそ

の附属明細書並びに連結計算書類（連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主

資本等変動計算書及び連結注記表）について検討いたしました。

監査等委員会の監査報告
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２．監査の結果

(1) 事業報告等の監査結果

①　事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正

しく示しているものと認めます。

②　取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令もしくは定款に違反す

る重大な事実は認められません。

③　内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めま

す。また、当該内部統制システムに関する事業報告の記載内容及び取締

役の職務の執行についても、指摘すべき事項は認められません。

④　事業報告に記載されている会社の財務及び事業の方針の決定を支配する

者の在り方に関する基本方針については、指摘すべき事項は認められま

せん。

(2) 計算書類及びその附属明細書の監査結果

　会計監査人有限責任 あずさ監査法人の監査の方法及び結果は相当である

と認めます。

(3) 連結計算書類の監査結果

　会計監査人有限責任 あずさ監査法人の監査の方法及び結果は相当である

と認めます。

社外取締役(常勤監査等委員) 上 田 一 彦

社外取締役(監査等委員 ) 井 上 昌 治

社外取締役(監査等委員 ) 谷 間 　 真

2022年６月24日

株式会社ザッパラス　監査等委員会

以　上
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株主総会参考書類

第１号議案　剰余金の処分の件

　当社は事業拡大による企業価値の向上を最重要政策に位置付けるとともに、株主

の皆様への利益還元を経営上の重要課題のひとつと考えております。

　当期の期末配当につきましては、当期の業績及び今後の事業展開等を勘案いたし

まして、以下のとおりといたしたいと存じます。

(1) 配当財産の種類

　金銭といたします。

(2) 配当財産の割当てに関する事項及びその総額

　当社普通株式１株につき金３円

　総額は 38,443,596円

(3) 剰余金の配当が効力を生じる日

　2022年７月28日
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第２号議案 定款一部変更の件

１. 提案の理由

①本店の移転

　当社は2022年２月に本社固定費の削減及び経営効率の向上を図るため、本社機

能を東京都港区から東京都渋谷区に移転しておりますが、実際の本店業務に合わ

せて、現行定款第３条に定める本店の所在地を変更するものであります。

②場所の定めのない株主総会

　「産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律」（令和３年法律第70号）の

施行に伴い、上場会社においては、定款に定めることにより一定の条件のもと

で、場所の定めのない株主総会（いわゆるバーチャルオンリー株主総会）の開催

が可能となりました。

　当社は、居住地にかかわらず多くの株主の皆様が出席しやすくなることで、株

主総会の活性化・効率化・円滑化を図り、また、各種の感染症や大規模自然災害

発生時等のリスクを低減するため、場所の定めのない株主総会を開催できるよ

う、定款第12条第２項を追加するものであります。

　なお、当社は、当該変更にあたり、株主の利益の確保に配慮しつつ産業競争力

を強化することに資する場合として経済産業省令・法務省令で定める要件に該当

することについて、経済産業大臣及び法務大臣の確認を受けております。

③株主総会資料電子提供制度

　「会社法の一部を改正する法律」（令和元年法律第70号）附則第１条ただし書

きに規定する改正規定が2022年９月１日に施行されることに伴い、株主総会資料

の電子提供制度が導入されることとなりますので、次のとおり定款を変更するも

のであります。

(1) 株主総会参考書類等の内容である情報について電子提供措置をとる旨を定款

に定めることが義務付けられることから、変更案第14条（電子提供措置等）

第１項を新設するものであります。

(2) 株主総会参考書類等の内容である情報について電子提供措置をとる事項のう

ち、書面交付を請求した株主に交付する書面に記載する事項の範囲を法務省

令で定める範囲に限定することができるようにするため、変更案第14条（電

子提供措置等）第２項を新設するものであります。

(3) 株主総会資料の電子提供制度が導入されますと、現行定款第14条（株主総会

参考書類等のインターネット開示とみなし提供）の規定は不要となるため、

これを削除するものであります。

(4) 上記の新設及び削除される規定の効力に関する附則を設けるものでありま

す。なお、本附則は期日経過後に削除するものといたします。
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現 行 定 款 変 更 案

第1章　総則 第1章　総則

第1条～第2条 第1条～第2条

（条文省略） （現行どおり）

第3条（本店の所在地） 第3条（本店の所在地）

　当会社は、本店を東京都港区に置く。 　当会社は、本店を東京都渋谷区に置く。

第4条 第4条

（条文省略） （現行どおり）

第2章　株式 第2章　株式

第5条～第11条 第5条～第11条

（条文省略） （現行どおり）

第3章　株主総会 第3章　株主総会

第12条（招集） 第12条（招集）

　当会社の定時株主総会は、毎年７月にこ

れを招集し、臨時株主総会は、必要あると

きに随時これを招集する。

　当会社の定時株主総会は、毎年７月にこ

れを招集し、臨時株主総会は、必要あると

きに随時これを招集する。

（新　　設） 2 当会社は、株主総会を場所の定めのない

株主総会とすることができる。

第13条 第13条

（条文省略） （現行どおり）

２. 変更の内容

　変更の内容は、次のとおりであります。

（下線部分は変更箇所を示しております。）
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現 行 定 款 変 更 案

第14条（株主総会参考書類等のインターネ

ット開示とみなし提供）

（削　　除）

　当会社は、株主総会の招集に際し、株主

総会参考書類、事業報告、計算書類及び連

結計算書類に記載又は表示をすべき事項に

係る情報を、法務省令に定めるところに従

いインターネットを利用する方法で開示す

ることにより、株主に対して提供したもの

とみなすことができる。

（新　　設） 第14条（電子提供措置等）

　当会社は、株主総会の招集に際し、株主

総会参考書類等の内容である情報について

電子提供措置をとる。

2 当会社は、電子提供措置をとる事項のう

ち法務省令で定めるものの全部又は一部に

ついて、議決権の基準日までに書面交付請

求をした株主に対して交付する書面に記載

することを要しないものとする。

第15条～第18条 第15条～第18条

（条文省略） （現行どおり）

第4章　取締役及び取締役会 第4章　取締役及び取締役会

第19条～第32条 第19条～第32条

（条文省略） （現行どおり）

第5章　監査等委員会 第5章　監査等委員会

第33条～第34条 第33条～第34条

（条文省略） （現行どおり）

第6章　会計監査人 第6章　会計監査人

第35条～第36条 第35条～第36条

（条文省略） （現行どおり）
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現 行 定 款 変 更 案

第7条　計算 第7条　計算

第37条～第40条 第37条～第40条

（条文省略） （現行どおり）

附則 附則

（監査役の責任免除に関する経過措置） 第1条（監査役の責任免除に関する経過措

置）

（条文省略） （現行どおり）

（新　　設） 第2条（株主総会資料の電子提供に関する

経過措置）

定款第14条（株主総会参考書類等のインタ

ーネット開示とみなし提供）の削除及び定

款第14条（電子提供措置等）の新設は、

2022年９月１日から効力を生ずるものとす

る。

2 前項の規定にかかわらず、2022年９月１

日から６か月以内の日を株主総会の日とす

る株主総会については、定款第14条（株主

総会参考書類等のインターネット開示とみ

なし提供）は、なお効力を有する。

3 本条の規定は、2022年９月１日から６か

月を経過した日又は前項の株主総会の日か

ら３か月を経過した日のいずれか遅い日後

にこれを削除する。
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候補者
番　号

ふ　　　り　　　が　　　な

氏　　　　　名
（生 年 月 日）

略 歴 、 当 社 に お け る 地 位 及 び 担 当
（ 重  要  な  兼  職  の  状  況 ）

所有する
当社の株
式 数

１

かわ

川

 

　
しま

嶋

 

　
ま

真

 

　
り

理

(1969年９月28日生)

1989年９月 株式会社ダイヤル・キュー・ネットワーク
設立 代表取締役

1994年１月 ファミリービズ株式会社設立 代表取締役
1995年11月 インターキュー株式会社（現ＧＭＯインター

ネット株式会社） 取締役
2000年３月 サイバービズ株式会社（現当社） 設立

代表取締役会長
2007年７月 当社 取締役相談役
2007年９月 当社 特別顧問
2010年４月 当社 執行役員
2010年７月 当社 取締役副社長
2011年８月 当社 代表取締役会長兼社長
2018年７月 当社 代表取締役社長（現任）
2020年12月 株式会社Luck Out 代表取締役（現任）

2,941,835
株

【選任理由】

　川嶋真理氏は創業者として企業経営に関する様々な経験と広い見識を有していること

に加え、当社グループの主要事業である占いに関する深い造詣により、これまで全社の

事業方針、事業戦略の決定や事業育成において、重要な役割を果たしてまいりました。

今後もこのようなリーダーシップが当社の企業価値向上に不可欠と判断し、引き続き取

締役候補者として選任をお願いするものです。

第３号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）４名選任の件

　取締役（監査等委員である取締役を除く。以下、本議案において同じ。）４名全

員は、本総会終結の時をもって任期満了になります。

　つきましては、取締役４名の選任をお願いいたしたいと存じます。

　なお、本議案について、監査等委員会において検討がなされましたが、意見はご

ざいませんでした。

　取締役候補者は次のとおりであります。
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候補者
番　号

ふ　　　り　　　が　　　な

氏　　　　　名
（生 年 月 日）

略 歴 、 当 社 に お け る 地 位 及 び 担 当
（ 重  要  な  兼  職  の  状  況 ）

所有する
当社の株
式 数

２

こ

小

 

　
ばやし

林

 

　
まさ

真

 

　
と

人

(1966年７月31日生)

1989年９月 林公認会計士事務所 入所
1998年１月 国際キャピタル株式会社

（現AGキャピタル株式会社） 入社
2000年２月 フューチャーシステムコンサルティング株式

会社（現フューチャーアーキテクト株式会
社） 入社

2001年１月 株式会社コネクトテクノロジーズ（現株式会
社ジー・スリーホールディングス） 入社

2002年11月 同社 取締役
2008年５月 UTホールディングス株式会社 入社

執行役員
2008年７月 日本エイム株式会社（現UTエイム株式会社） 

取締役
2009年11月 当社 入社
2011年９月 株式会社Synphonie（現株式会社enish）入社
2012年５月 当社入社 管理グループGM
2012年７月 当社 取締役 管理担当 （現任）
2012年12月 Zappallas,Inc. Director兼CFO（現任）
2017年８月 当社 執行役員
2018年９月 株式会社ワナップス 取締役
2020年７月 株式会社リトルライト 代表取締役（現任）
2020年７月 株式会社PINK 代表取締役
2020年12月 株式会社Luck Out 監査役（現任）

16,040株

【選任理由】

小林真人氏は財務に関する幅広い知見と、上場企業における管理全般にわたる長年のキ

ャリアによって培われた豊富な経験を当社の経営管理に活かしていくことが、当社取締

役会における意思決定の強化につながると判断したことから、引き続き取締役候補者と

して選任をお願いするものです。

３

みぞ

溝

 

　
がみ

上

 

　
まさ

雅

 

　
とし

俊

(1983年11月18日生)

2006年４月 株式会社ベンチャー・オンライン 入社
2008年５月 株式会社ガネット 入社
2009年10月 当社 入社
2017年８月 当社 執行役員
2018年９月 株式会社cocoloni 取締役
2019年12月 株式会社コンコース 代表取締役（現任）
2020年７月 当社 取締役 占い関連サービス担当（現任）
2020年12月 株式会社Luck Out 取締役（現任）
2021年７月 株式会社cocoloni 代表取締役（現任）

11,758株

【選任理由】

溝上雅俊氏は長年当社事業部門の責任者を歴任し、当社グループのコア事業に実務面か

らも深く精通しております。同氏の豊富な業務経験と広い見識を活かしていくことが当

社の事業執行に不可欠であり、企業価値の向上に資するものと判断し、引き続き取締役

候補者として選任をお願いするものです。
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候補者
番　号

ふ　　　り　　　が　　　な

氏　　　　　名
（生 年 月 日）

略 歴 、 当 社 に お け る 地 位 及 び 担 当
（ 重  要  な  兼  職  の  状  況 ）

所有する
当社の株
式 数

４

み

美

 

　
さわ

澤

 

　
しん

臣

 

　
いち

一

(1960年６月22日生)

1984年４月 西武建設株式会社 入社
1989年４月 大和証券株式会社

（現株式会社大和証券グループ本社） 入社
1997年７月 ディー・ブレイン証券株式会社（現日本クラ

ウド証券株式会社） 設立 代表取締役社長
1999年７月 トランス・コスモス株式会社 入社
2000年６月 同社 取締役
2001年４月 同社 常務取締役
2002年10月 同社 専務取締役
2006年５月 コ・クリエーションパートナーズ株式会社

代表取締役（現任）
2008年９月 株式会社マクロミル 社外取締役
2009年７月 株式会社フロンティアインターナショナル

社外監査役（現任）
2011年７月 当社 社外取締役（現任）
2013年６月 ミナトエレクトロニクス株式会社（現ミナト

ホールディングス株式会社） 社外監査役
2015年６月 Kudan株式会社 社外取締役
2016年３月 ジグソー株式会社（現JIG－SAW株式会社）

社外取締役 監査等委員（現任）
2020年６月 Kudan株式会社 社外取締役 監査等委員

（現任）
2022年３月 株式会社ワンキャリア 社外取締役

監査等委員（現任）

－株

【選任理由及び期待される役割の概要】

　美澤臣一氏を社外取締役候補者とした理由は、同氏の長年のビジネス経験及び会社経

営経験を生かし、独立した視点から当社の経営に有用な意見をいただくためです。同氏

が選任された場合は、指名報酬委員として当社の取締役候補者の選定及び役員報酬の決

定に対し、独立した客観的立場で関与いただくとともに、上記理由から社外取締役とし

て取締役の職務執行に対する監督、助言等をいただくことを期待しております。

　(注)１．各候補者と当社の間に、特別の利害関係はありません。

２．美澤臣一氏は、社外取締役候補者であります。

３．美澤臣一氏は、現在当社の社外取締役でありますが、その在任期間は本総会終結の時をも

って11年となります。

４．当社は、美澤臣一氏との間で、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項

の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限

度額は、会社法第425条第１項に定める最低責任限度額であります。同氏の再任が承認され

た場合は、当該契約を継続する予定であります。
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５．当社は、保険会社との間で会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を

締結しており、当該保険契約の概要は、事業報告の「２．会社の現況 (3)会社役員に関す

る事項 ③役員等賠償責任保険契約の内容の概要等」 に記載のとおりです。取締役候補者

は、現在当該保険契約の被保険者となっており、本議案が原案通り承認され取締役に就任

しますと、引き続き当該保険契約の被保険者に含められることになります。また、当該保

険契約は、任期中の契約期間満了時においても同内容での再締結を予定しております。

６．当社は、美澤臣一氏を東京証券取引所が定める独立役員として指定し、同取引所に届け出

ております。同氏の再任が承認された場合には、引き続き独立役員とする予定でありま

す。
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候補者
番　号

ふ 　 り 　 が 　 な

氏　　　名
当社における
現 在 の 地 位

属 性

専 門 性 と 経 験

企業経営
財務・会計・
ファイナンス

法務・リスク
マネジメント

業界
経験

国際
ビジネス

マーケ
ティング

1
かわ

川

 

　
しま

嶋

 

　
ま

真

 

　
り

理 代表取締役社長 ○ ○ ○

2
こ

小

 

　
ばやし

林

 

　
まさ

真

 

　
と

人 取 締 役 ○ ○ ○ ○ ○

3
みぞ

溝

 

　
がみ

上

 

　
まさ

雅

 

　
とし

俊 取 締 役 ○ ○

4
み

美

 

　
さわ

澤

 

　
しん

臣

 

　
いち

一 社外取締役
【社外】
【独立】

○ ○ ○ ○

【社外】社外取締役候補者 【独立】独立役員候補者

ふ 　 り 　 が 　 な

氏　　　名
当社における
現 在 の 地 位

属 性

専 門 性 と 経 験

企業経営
財務・会計・
ファイナンス

法務・リスク
マネジメント

業界
経験

国際
ビジネス

マーケ
ティング

うえ

上

 

　
だ

田

 

　
かず

一

 

　
ひこ

彦
監査等委員である取締役
監査等委員会委員長

【社外】
【独立】

○ ○ ○ ○

いの

井

 

　
うえ

上

 

　
しょう

昌

 

　
じ

治 監査等委員である取締役
【社外】
【独立】

○ ○

たに

谷

 

　
ま

間

 

　

 

　

 

　
まこと

真 監査等委員である取締役
【社外】
【独立】

○ ○ ○ ○ ○

【社外】社外取締役候補者 【独立】独立役員候補者

【ご参考】

取締役候補者の専門性と経験

・取締役候補者の専門性と経験は、次のとおりであります。

取締役候補者一覧

・監査等委員である取締役の専門性と経験は、次の通りであります。

監査等委員である取締役一覧
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名 称 太陽有限責任監査法人

事 務 所 主たる事務所 東京都港区赤坂1-2-7赤坂Kタワー22階

沿 革

1971年９月 太陽監査法人設立

1994年10月 グラントソントン インターナショナル加盟

2006年１月 太陽監査法人とASG監査法人が合併し太陽ASG監

査法人となる

2008年７月 有限責任監査法人への移行に伴い、名称を太陽

ASG有限責任監査法人へ変更

2012年７月 永昌監査法人と合併

2013年10月 霞が関監査法人と合併

2014年10月 太陽有限責任監査法人に社名変更

2018年７月 優成監査法人と合併

概 要

構成人員 代表社員・社員 88名

特定社員 ４名

公認会計士 304名

公認会計士試験合格者

等

246名

その他専門職 181名

事務職員 89名

契約職員 224名

合計 1,136名

被監査会社数 合計 1,035社
　

第４号議案 会計監査人選任の件

　当社の会計監査人である有限責任あずさ監査法人は、本総会終結の時をもって任期

満了により退任されますので、新たに会計監査人の選任をお願いするものでありま

す。

　なお、本議案に関しましては、監査等委員会の決定に基づいております。

　また、監査等委員会が太陽有限責任監査法人を会計監査人の候補者とした理由は、

当社は、有限責任あずさ監査法人より監査業界を取り巻く環境が変化する中、監査品

質を確保した監査業務を提供するに当たり人員確保が困難であるとして、任期満了を

もって契約更新を差し控えたい旨の申し出を受けておりました。これに伴い、複数の

監査法人より提案を受けることとしました。その結果、太陽有限責任監査法人が、新

たな視点での監査が期待できることに加え、専門性、独立性、品質管理体制およびグ

ローバル監査体制を備えているものと判断し、検討を行った結果、適任であると判断

したためであります。

　会計監査人候補者は、次のとおりであります。
（2022年３月31日現在）

以　上
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最寄駅 北参道駅 東京メトロ副都心線 ： ２番出口より徒歩４分
原宿駅 JR山手線 ： 竹下通り口より徒歩７分
明治神宮前駅 東京メトロ千代田線 ： ２番出口より徒歩約９分

ご出席の株主様へのお土産のご用意はございません。
新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、可能な限り、書面またはインターネッ
トにより事前の議決権行使をいただき、株主総会会場へのご出席はお控えくださいます
よう、お願い申しあげます。株主総会当日、会場内が満席の場合や、体調不良と思われ
る株主様の入場をお断りする場合がございます。株主総会の議事進行をライブ配信いた
しますので、インターネットでの視聴をご検討ください。株主の皆様及び周囲の安全と
健康のため、ご理解・ご協力を賜りますよう、お願い申しあげます。

株主総会会場ご案内図

会場：東京都渋谷区千駄ケ谷3-51-7　PORTAL POINT HARAJUKU ANNEX ２階

◎お車でのご来場は、道路渋滞の可能性がございますので、遠慮願います。


